令和８年度　内子町商工会広報支援事業実施要領
１．事業目的
原材料高騰、社会情勢などの各種要因による消費活動の落ち込みに対する会員事業所の広報活動を支援するため、販路拡大の取組を実施する場合の、新聞チラシ折込料等広報費を支援する。
２．対象者

　　商工会員
３．対象となる期間
　　令和８年４月～令和９年２月末。
４．助成金
　　最大30,000円。実経費が下回る場合はその額。１事業者あたり１回限りとする。
５．対象となる経費

　　新聞折込料、印刷費、チラシ等作成費、インターネット広告費ほか、自社商品の販路拡大に繋がる広報費。
６．実施方法

　　助成希望者は、折込むチラシ現物とともに、指定の申込書を提出する。
支払を受ける際は、指定の請求書に、掛かった経費の領収証の控え（コピー）を添えて提出する。
７．助成金請求について

　　助成金請求の期限については、事業実施後30日以内、もしく令和9年３月10日（水）までとする。
（様式１）

令和　　年　　月　　日
　　　内子町商工会

　　　会長　池田　央　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（FAX　　　　　　　　　　　　　　　）　
令和８年度 内子町商工会広報支援事業申込書
　この度、当事業所の広報事業に係り、現物等を添え、以下のように申し込みます。
記
	折込む新聞名等

	

	広報の範囲
	　内子　五十崎　大瀬　小田　
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


	広報の時期
（予定でも可）
	　月　　　日



　

（様式２）

令和　　年　　月　　日

　　　内子町商工会

　　　会長　池田　央　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（FAX　　　　　　　　　　　　　　　）　
令和８年度 内子町商工会広報支援事業における助成金請求書
　標記事業を実施しましたので、領収証を添えて以下の金額を請求します。
請求金額　　　　　　　　　円

※最大30,000円。超過する場合は自己負担
＜振込口座＞　事業所または事業主の口座をご記入ください。
	金融機関名
	
	支 店 名
	

	種　別
	当座・普通
	口座番号
	

	口座名義
	
	
	


（添付資料）
    ・広報事業領収書の写し
提出期限：事業実施から30日以内、もしくは令和９年３月10日（水）








